
ああななたたのの総総トトンン数数、、2200 トトンン以以上上ににななっってていいまませせんんかか？？  
  

小小型型船船舶舶にに改改造造をを行行いい総総トトンン数数がが変変更更ににななるるとと小小型型船船舶舶検検査査機機構構((小小型型漁漁船船はは都都道道府府県県))ででのの手手

続続ききがが必必要要ととななるるほほかか、、総総トトンン数数がが 2200 トトンン以以上上ににななるるとと、、運運輸輸局局にによよるる測測度度等等がが必必要要ととななりりまますす。。  

ここのの手手続続ききをを怠怠るるとと、、罰罰則則がが適適用用ととななるるここととががあありりまますす。。自自己己点点検検表表をを参参考考にに確確認認ををおお願願いいししまますす。。  

ままたた、、運運輸輸局局でではは、、立立入入検検査査のの実実施施等等にによよりり総総トトンン数数のの適適正正化化をを図図っってていいまますす。。立立入入検検査査のの際際にに

はは、、メメジジャャーーにによよるる実実測測をを行行うう場場合合ががあありりまますすののでで御御協協力力ををおお願願いいししまますす。。  

ななおお、、総総トトンン数数等等にに関関すするる問問いい合合わわせせ、、ごご相相談談はは、、下下記記ににおおいいてて受受けけ付付けけてておおりりまますす。。  
  

  
 

【参考】 
自己点検表（小型船舶用） 

 

船 名  船 舶 番 号  

総 ト ン 数  船 質  

船 舶 所 有 者 

（ 運 航 者 ） 
 

点検項目 点検結果 

１．閉囲場所（船体、上部構造物（甲板室及び覆い等））及び除外場所（開口を有する上部構造物等） 

 

閉 囲 場 所 

甲板室等の新設、増設又は撤去を行っていませんか。 

     

適 ／ 否 

除 外 場 所 

開口を閉鎖等していませんか。 

   

適 ／ 否 

２．表示事項 

 

船 舶 番 号 
船舶番号は適切に表示されていますか。 

例： ２３５－・・・１２３ 神 奈 川  

適 ／ 否 

船体識別番号 
船体識別番号は船尾外板等に適切に表示されていますか。 

例： HL-HXAB74A33G293  又は    J P-MLIT0123456A  

適 ／ 否 

 

 

 

関東運輸局海上安全環境部 

海事技術専門官（船舶測度官） 
神奈川県横浜市中区北仲通５－５７ 

電話０４５（２１１）７２２１  Fax.０４５（２０１）８７９４ 

総総トトンン数数がが変変更更ととななるる改改造造をを行行ううとと測測度度がが必必要要でですす！！  



 

 

 

運運輸輸局局でで  

測測度度ししたた結結果果  
 

小型船舶（JCI） 

２０トン以上 

２０トン未満 

測度（運輸局） 

新造・改造 

一般船舶（運輸局） 

※ 運輸局で交付された「総トン

数計算書の謄本」を添付する

ことにより、手数料 4000 円

で JCI に登録できます。 

総総トトンン数数がが２２００トトンン付付近近のの測測度度ののごご相相談談はは......  

総トン数が２０トン付近の小型船舶の測度について

は、関東運輸局にご相談ください。 
運輸局が測度を行い２０トン未満となった場合、簡素化した手続に

より日本小型船舶検査機構（ＪＣＩ）に登録することができます。 

※ＪＣＩで測度を行い 20 トン以上になった場合、再度、運輸局による

測度が必要となりますのでご注意ください。 

２０トン未満とすること

が可能かアドバイスを受

けることもできます。 


